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実習ノートは手
元にあります
か？
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受講番号と名前の記入をお忘れなく



今回の実習の変更点など

 今回は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、兵庫県と協
議し、実習内容を変更や省略することになりました。そのため、実習ノー
トの記載と一部異なることを説明しますので、注意してお聞きください。
また、変更点などについては本センターホームページに掲載しますので、
聞き漏らしたことやわからないことがあればこちらをご確認ください。
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実習オリエンテーションの位置づけ
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１ページ



実習の位置づけと目的①
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２ページ



実習の位置づけと目的②
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２ページ



実習期間の変更
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後期７ 15

５ページ



実習の概要①
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２ページ

※第23回研修に限り、２日以上の実習とな
ります。



アセスメント
及びケアプラ
ン作成実習
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３ページ



ケアマネジメ
ントプロセス
見学実習
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３ページ



見学実習費
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35ページ

７日目(研修15日目)



見学実習実施確認書①
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４ページ

２日以上



見学実習実施確認書②
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36・37ページ



見学実習実施確認書③
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４ページ

２日以上



見学実習報告書

15

 28ページについては記入内容を研修
後期７日目に確認しますので、記入漏
れがないようくれぐれもご注意くださ
い。

 28ページの「見学実習報告書」を作
成するにあたり、39ページから43ペー
ジの「12.ケアマネジメントプロセスの
見学実習にかかる記録用紙」を活用い
ただくことをお勧めします。ただし、
39～43ページは必ず記入するものでは
ありません。

28ページ



実務研修プロ
グラムと実習

 アセスメント及びケアプラン作成実習は不要

 実習ノート提出日⇒後期７日目

 課題は実習ノートに作成

 課題の提出ができない場合は研修の修了が認

められない
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４ページ



実習期間の設定
17

後期７ 15

５ページ



実習にあたっての
事前準備

 アセスメント及びケアプラン作成実
習学習目標の設定は不要。

 提出は後期７日目(15日目)

 ケアマネジメントプロセス見学実習
の学習目標の設定に記述がない場合
は実習の修了が認められません。
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34ページ



実習に関する同意
書」と「実習誓約書
兼実習受入依頼書」

 ケアマネジメントプロセス見学実習
にかかる同意書と実習誓約書兼実習
受入依頼書について説明します。

 アセスメント及びケアプラン作成実
習については省略します。
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５ページ



実習に関する同意書

 実習前に受入協力事業所に記入して
いただくことになります。

 自身で保管してください。
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30ページ



実習誓約書兼実習
受入依頼書

 実習を受ける前に受入協力事業所の
管理者へ提出するものです。

 先に内容を確認し、必要事項を記
入・押印のうえ事業所に提出してく
ださい。
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32ページ

 同意書、受入依頼書とも実習ノート
をコピーするか、本センターホーム
ページからダウンロードしてくださ
い。



実習にあたって
の心構え
 実習は受入協力事業所の理解と協力があっ

て成り立っています。

 当然のことですが、実習にて知り得た個人

情報については守秘義務があること、個人

情報が記載されている書類などの取り扱い

にはくれぐれも注意。

 実習生に起因する問題が生じた場合、実習

受入拒否の通知を県が行うことがあります。

 「実習生が、受入協力事業所に何らかの損

害を与えた場合は、実習生が賠償の責を負

います」とあります。あわせて自身のけが

などにも注意してください。
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６ページ



介護支援専門員の倫理綱領
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44・45ページ



ケアマネジメン
ト見学実習①

 提出日は後期７日目

 提出するのは実習ノートのみ(コ

ピーは不要)
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９ページ

 受入協力事業所を兵庫県が作成した受入

協力事業所一覧から自身で探していただ

きます。一覧にない事業所での見学実習

については認められていません。

 研修センターでは受入協力事業所の紹介

は一切できませんので、ご了承ください。



ケアマネジメントプロセス見学実習②
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実習ノート28ページに記載し、研修後期７日目(研修15日目)に持参

別紙56ページの修正版の上半分の４つの設問に取組む

10ページ



ケアマネジメント
プロセス見学実習
③
 （３）、（４）はすでに説明済

 （５）は受入協力事業所についてメモ
としてお使いください。
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11ページ



実習後の作成・提出書類の記入の留意
事項及び提出方法
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省
略

省
略

12・13ページ



社会資源調査票
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21・22ページ

課題ではありませんが、自宅や職場の周辺について、時間のある時にでも
調べてみてください。



まとめ①

 実習は実習受入協力事業所一覧にある事業所にて行う見学実習のみであること。

 見学実習は２日以上実施すること。

 実習期間は明日から研修最終日の後期７日目の前日までであること。

 実習受入協力事業所は自身で探し、実習は期間中に事業所へ説明し協力を依頼するこ

と。

 実習先が決まれば様式４-2実習誓約書兼実習受入依頼書を事業所に提出し、事業所管

理者から様式３-2実習に関する同意書を記入してもらい自身で保管すること。

 実習に行く前には34ページの下の枠に自身の学習設定をしておくこと。

 見学実習費3,000円を受入協力事業所に支払い領収書を受領し、35ページに貼付するこ

と。
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まとめ②

 実習はケアマネジメントプロセスごとに見学もしくは実習担当者からの説明を
受け、実習担当者に36・37ページの１・３・４の項目に記入、押印してもらう
こと。あわせて37ページの項目２は自身で記入すること。

 実習を終えると28ページの見学実習報告書に記入すること。その際に39～43
ページの記録用紙を活用するのが望ましい。また、あわせて56ページの修正版
にも記入すること。

 ７月の研修後期第７日目に実習ノートを本センターに提出すること。このオリ
エンテーションにて説明した記述項目などに不備があれば、実習修了とならず
研修の修了が認められないこと。

 後期７日目に本センターが確認するのは28ページ、34ページの下の枠の記述、
35ページに領収書の貼付、36・37ページの見学実習実施確認書の実習担当者に
よる記述、押印・署名です。
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まとめ③

 実習の課題ではありませんが、今後介護支援専門員として実務に就く前に、様
式１-3「社会資源調査票」に取り組みされるのをお勧めしていること。

 後期２日目の科目「実習振り返り」の３時間は、後期６・７日目総合演習の時
間を拡大して実施します。
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ご清聴ありがと
うございました。
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